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号

内
閣
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一
八
九
第
一
六
四
号

平
成
二
十
七
年
四
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

町

村

�

孝

殿

衆
議
院
議
員
宮
本
徹
君
提
出
東
京
外
環
道
路
を
は
じ
め
と
す
る
高
速
道
路
建
設
の
現
状
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
宮
本
徹
君
提
出
東
京
外
環
道
路
を
は
じ
め
と
す
る
高
速
道
路
建
設
の
現
状
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

東
京
外
か
く
環
状
道
路
の
う
ち
東
京
都
練
馬
区
か
ら
同
都
世
田
谷
区
ま
で
の
区
間
（
以
下
「
東
京
外
環
（
関
越
〜
東
名
）

」
と
い
う
。
）
に
係
る
事
業
費
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
事
業
化
後
に
、
本
線
シ
ー
ル
ド
ト
ン
ネ
ル
工
事
に
お
け
る
現
場
条
件

を
反
映
さ
せ
た
結
果
、
構
造
を
変
更
し
た
た
め
、
工
事
費
等
が
増
加
し
た
こ
と
等
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

首
都
圏
に
お
い
て
、
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
に
基
づ
き
国
が
施
行
す
る
事
業
と
会
社

（
道
路
整
備
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
会
社
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が

施
行
す
る
事
業
を
組
み
合
わ
せ
た
道
路
整
備
の
手
法
（
以
下
「
合
併
施
行
方
式
」
と
い
う
。
）
を
採
用
し
て
い
る
道
路
は
、

東
京
外
環
（
関
越
〜
東
名
）
で
あ
り
、
そ
の
事
業
区
間
は
東
京
都
練
馬
区
大
泉
町
か
ら
同
都
世
田
谷
区
大
蔵
ま
で
、
全
体
事

業
費
は
約
一
兆
三
千
七
百
三
十
一
億
円
、
会
社
が
施
行
す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
は
約
三
千
三
百
七
十
四
億
円
、
国
が
施
行

す
る
事
業
に
要
す
る
費
用
は
約
一
兆
三
百
五
十
七
億
円
を
そ
れ
ぞ
れ
見
込
ん
で
お
り
、
全
体
事
業
費
に
占
め
る
国
が
施
行
す

一



る
事
業
に
要
す
る
費
用
の
比
率
は
約
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
ま
た
、
合
併
施
行
方
式
は
、
適
正
な
料
金
水
準
の
下
で

採
算
を
確
保
し
つ
つ
、
必
要
な
道
路
を
効
率
的
に
整
備
す
る
た
め
に
採
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

三
及
び
四
に
つ
い
て

国
に
よ
る
高
速
自
動
車
国
道
及
び
一
般
国
道
の
自
動
車
専
用
道
路
（
以
下
「
高
速
自
動
車
国
道
等
」
と
い
う
。
）
の
整
備

に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
将
来
の
更
新
に
要
す
る
費
用
は
見
込
ん
で
い
な
い
。

ま
た
、
合
併
施
行
方
式
に
よ
り
整
備
し
、
会
社
が
管
理
し
て
い
る
高
速
自
動
車
国
道
等
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
七
年
三

月
二
十
四
日
に
締
結
さ
れ
た
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
号
）
第
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
定
に
特
定
更
新
等
工
事
の
内
容
を
記
載
し
て
お
り
、
当
該
工
事
の
対
象
と
な
る
路
線
は
、
一
般

国
道
一
号
（
新
湘
南
バ
イ
パ
ス
）
、
一
般
国
道
一
号
（
西
湘
バ
イ
パ
ス
）
、
一
般
国
道
二
号
（
第
二
神
明
道
路
）
、
一
般
国

道
四
百
七
十
八
号
（
京
都
縦
貫
自
動
車
道
）
等
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
調
査
・
検
討
の
名
称
と
そ
の
概
要
、
外
部
に
委
託
し
た
場
合
は
委
託
先
、
委
託
費
用
（
契
約
金
額
）
」
に
つ

い
て
は
、
調
査
に
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二



ま
た
、
予
定
路
線
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
厳
格
な
評
価
を
行
い
、
事
業
の
必
要
性
を
確
認
し
た
上
で
、
実
施
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

三


